
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

室

○

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

〃

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

施

術

機

関

の

指

〃

定

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

建

設

業

の

営

業

の

停

止

命

令

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成３０年７月２４日 第１２０１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

Ａ
ｗ
ｅ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
！
！

２

所
在
地

英
田
郡
西
粟
倉
村
影
石
三
三
七

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
じ
ゅ
～
く

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

英
田
郡
西
粟
倉
村
影
石
八
九
五

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
三
七
〇
〇
〇
一
〇

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

コ
ロ
ン

コ
ロ
ン

２

所
在
地

総
社
市
駅
前
二
丁
目
一
五
番
一
八
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

一
般
社
団
法
人
Ｔ
Ｍ
Ｙ

平成３０年７月２４日　岡山県公報　第１２０１０号



２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
駅
前
二
丁
目
一
五
番
一
八
号

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
八
〇
〇
〇
七
八

五

事
業
の
種
別

保
育
所
等
訪
問
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ア
ダ
ー
ジ
ョ

２

所
在
地

倉
敷
市
東
富
井
八
〇
三

九

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

一
般
社
団
法
人
ア
ダ
ー
ジ
ョ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
田
中
一
四
五

一
〇
一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
七
〇
九

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ひ
さ
ま
笠
岡
事
業
所

２

所
在
地

平成３０年７月２４日　岡山県公報　第１２０１０号



笠
岡
市
美
の
浜
二
六
番
地
二
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

ト
ラ
ス
テ
ィ
株
式
会
社

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
南
区
宗
津
三
八
五

二

－

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
五
〇
〇
〇
五
八

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

平成３０年７月２４日　岡山県公報　第１２０１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ア
ダ
ー
ジ
ョ

２

所
在
地

倉
敷
市
東
富
井
八
〇
三

九

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ド
リ
ス
ピ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
田
中
一
四
五

一
〇
一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
五
七
六

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
八
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

平
年
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
指
定
年
月
日

医
療
法
人
Ｍ
Ｍ
Ｃ
前
谷
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

井
原
市
西
江
原
町
６
６
６
－
１

H
3
0
.
５
.
１

ま
た
の
内
科
・
循
環
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
新
職
人
町
１
８
－
１

H
3
0
.
６
.
１

き
た
ぞ
の
薬
局
河
辺
店

津
山
市
河
辺
７
６
９
－
１

H
3
0
.
６
.
１

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
穂
浪
店

備
前
市
穂
浪
２
８
３
５
－
９

H
3
0
.
６
.
１

み
む
ら
歯
科

苫
田
郡
鏡
野
町
沖
６
０
－
５

H
3
0
.
６
.
１

こ
こ
ろ
診
療
所

総
社
市
中
央
６
－
１
５
－
１
０
８

H
3
0
.
７
.
１
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
十
九
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
西
大
島

笠
岡
市
西
大
島
新
田
６
６
９

名
称

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
西
大
島
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
西
大
島

H
3
0
.
６
.
１

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
せ
と

笠
岡
市
横
島
１
９
４
４
－
１

名
称

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
せ
と
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
せ
と

H
3
0
.
６
.
１

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
よ
り
し
ま

浅
口
市
寄
島
町
７
５
４
３
－
１
０

名
称

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
よ
り
し
ま
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
よ
り
し
ま

H
3
0
.
６
.
１

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
や
か
げ

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
２
６
８
５
－
１

名
称

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
や
か
げ
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
や
か
げ

H
3
0
.
６
.
１
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
十
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

前
谷
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

井
原
市
西
江
原
町
６
６
６
－
１

H
30
.
４
.
3
0

ま
た
の
内
科
循
環
器
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
新
職
人
町
１
８

H
30
.
５
.
3
1

平成３０年７月２４日　岡山県公報　第１２０１０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が

（
）

）
。

、

。

あ

た
っ

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

居
宅
介
護

り
つ
り
ん
薬
品
株

香
川
県
高
松
市
鹿
角
町
２

く
る
み
薬
局

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄

名
称

栗
林
薬
品
株
式
会
社

り
つ
り
ん
薬
品
株
式
会
社

H
3
0
.
５
.
1
6

事
業
者

式
会
社

７
１
－
１

２
１
２
－
１
１

介
護
予
防

り
つ
り
ん
薬
品
株

香
川
県
高
松
市
鹿
角
町
２

く
る
み
薬
局

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄

名
称

栗
林
薬
品
株
式
会
社

り
つ
り
ん
薬
品
株
式
会
社

H
3
0
.
５
.
1
6

事
業
者

式
会
社

７
１
－
１

２
１
２
－
１
１

居
宅
介
護

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
西
大

笠
岡
市
西
大
島
新
田
６
６

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
西
大
島
薬

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
西
大

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

島
９

称
局

島

介
護
予
防

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
西
大

笠
岡
市
西
大
島
新
田
６
６

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
西
大
島
薬

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
西
大

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

島
９

称
局

島

居
宅
介
護

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
せ
と

笠
岡
市
横
島
１
９
４
４
－

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
せ
と
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
せ
と

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

１
称

介
護
予
防

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
せ
と

笠
岡
市
横
島
１
９
４
４
－

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
せ
と
薬
局

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
せ
と

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

１
称

居
宅
介
護

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か

井
原
市
高
屋
町
２
４
７
－

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
た
か
や
薬

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

や
１

称
局

や

介
護
予
防

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か

井
原
市
高
屋
町
２
４
７
－

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
た
か
や
薬

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
た
か

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

や
１

称
局

や
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居
宅
介
護

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
井
原

井
原
市
井
原
町
５
４
３
－

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
井
原
セ
ン

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
井
原

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

セ
ン
ト
レ

９
称

ト
レ
薬
局

セ
ン
ト
レ

介
護
予
防

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
井
原

井
原
市
井
原
町
５
４
３
－

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
井
原
セ
ン

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
井
原

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

セ
ン
ト
レ

９
称

ト
レ
薬
局

セ
ン
ト
レ

居
宅
介
護

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
よ
り

浅
口
市
寄
島
町
７
５
４
３

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
よ
り
し
ま

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
よ
り

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

し
ま

－
１
０

称
薬
局

し
ま

介
護
予
防

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
よ
り

浅
口
市
寄
島
町
７
５
４
３

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
よ
り
し
ま

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
よ
り

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

し
ま

－
１
０

称
薬
局

し
ま

居
宅
介
護

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
や
か

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
２
６

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
や
か
げ
薬

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
や
か

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

げ
８
５
－
１

称
局

げ

介
護
予
防

株
式
会
社
フ
ァ
ー

広
島
県
福
山
市
沖
野
上
町

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
や
か

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
２
６

事
業
所
の
名

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
や
か
げ
薬

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
や
か

H
3
0
.
６
.１

事
業
者

マ
シ
ィ

四
丁
目
２
３
－
２
７

げ
８
５
－
１

称
局

げ
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

（
）

（
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し

（
）

）
。

、

。た

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

１
施
術
所
を
開
設
し
て
い
な
い
施
術
者

氏
名

住
所

指
定
年
月
日

芳
賀

史
紀

津
山
市
東
一
宮
５
５
－
４

ゴ
ー
ル
ド
ハ
ピ
ネ
ス
Ａ
１
０
１
号

H
3
0
.
５
.
1
7

２
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
施
術
者

氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

赤
澤

成
仁

赤
澤
は
り
・
き
ゅ
う
院

総
社
市
井
手
１
２
３
０
－
１

シ
ャ
イ
ニ
ン
グ
ヒ
ル
２
０
２

H
3
0
.
５
.
１
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〔
三
六
一
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
三
十
年
七
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
も
・
か
け
は
し

三

代
表
者
の
氏
名

石
原

聰
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
加
茂
町
小
中
原
一
四
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
援
助
を
必
要
と
す
る
障
害
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
住
民
参
加
と
相
互
扶
助
の

精
神
に
基
づ
き
、
地
域
社
会
に
根
ざ
し
た
支
援
を
行
い
、
全
て
の
人
々
が
健
康
で
文
化
的
な
暮
ら
し

が
出
来
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
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〔
三
六
二
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

処
分
を
し
た
日

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番

号
商
号

有
限
会
社
坂
上
建
設

所
在
地

津
山
市
国
分
寺
一
二
四

一

－

代
表
者
の
氏
名

坂
上

正
興

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般

二
七
）
第
二
一
九
〇
五
号

－

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
の
命
令

１

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部

２

期
間

平
成
三
十
年
八
月
七
日
か
ら
同
月
九
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

有
限
会
社
坂
上
建
設
の
役
員
が
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
（
焼
却
禁
止
）
の
規
定
に
違
反
し
、
平
成
二
十
九
年
十
二

月
二
十
五
日
に
津
山
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、
平
成
三
十
年
一
月
十
一
日

に
確
定
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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〔
三
六
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
輪
字
下
菅
元
一
二
二
二

六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
真
壁
一
一
七
二

エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
真
壁
Ｂ
棟
二
〇
一
号

－

一

森
下

宏
樹

森
下
さ
ゆ
り

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
四
号
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〔
三
六
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
八
神
四
〇
三

五
、
四
〇
四

六
、
中
央
六
丁
目
二
五

一
三
八

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
真
壁
一
一
五
八

一
〇
一
号

－

一
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
Ａ
棟

山
本

大
輔

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
八
号
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